
第 3章

フィリピンの労働者送り出し政策と法
―東アジア最大の送出国の経験と展望―

知 花　いづみ

はじめに

　フィリピンは，多くの労働者を海外に送り出しており，東アジア域内にお

いて最大の労働力輸出国となっている。図 1は2001年から2010年までの海外

で就労するフィリピン人の数の推移とその受け入れ先をまとめたものである。

海外へ派遣されるフィリピン人労働者数は2010年に147万人を記録し，2001

年の約87万人からおよそ1.7倍に増加した。労働者のおもな受け入れ先は，

一貫して中東が上位にあり，2010年には約68万人と最多の受入地域となって

おり⑴，それにアジアの約28万人が続いている⑵。

　表 1はアジアにおける受入国別の海外フィリピン人労働者（Overseas 

Filipino Workers: OFW）数を示したものである。約10万人の労働者を受け入れ

ている香港を筆頭に，シンガポール，台湾，韓国，マレーシア，中国，ブル

ネイ，日本，マカオ，タイ，インドネシア，ベトナムがおもな渡航先となっ

ている。

　表 2は，海外フィリピン人労働者が従事する業種または職種別に整理した

ものである。サービス業がもっとも多く（2010年時点で約15万5000人），次い

で工場労働者，専門職，事務職，営業職，行政管理職，農業従事職について

いる者が多い（POEA 2010）。近年，とくに需要が高い職種に家事・介護労働
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を含むサービス業がある。従来，家事や介護などの家内労働の分野は，機

械・金属などの製造業よりも賃金が割安であるため，技術を学びたい，ある

いは短期間で効率よく貯蓄をしたい労働者には不人気であった（奧島 2011, 

92-95）。しかし，急速に高齢化が進んでいる東アジアでは，国内の人材不足

を外国からの労働力で補完する必要性が高く，また，送出国側にもいずれ自

国に訪れる高齢化に備えて技能や知識を持ち帰ることが望ましいとする意見

があることから，家事や介護などの家内労働におけるフィリピン人労働者に

対する国外からの需要は年々高まる傾向にある（小峰 2007, 115-117）。

　他方，フィリピン国内経済に目を向けると，失業率は2010年に7.3％，

2011年と2012年に 7％を記録し，国内労働市場は好況とは言い難い状況が続

いている⑶。こうしたなか，国内に残留する家族にあてて送られてくる海外
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図 1　海外フィリピン人労働者数の推移

（出所）　POEA（2011）より筆者作成。
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表 1 　アジアにおける派遣先別海外フィリピン人労働者数の推移
 （人）

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
香港 113,583 105,036 84,633 87,254 98,693 96,929 59,169 78,345 100,142 101,340
シンガポール 26,305 27,648 24,737 22,198 28,152 28,369 49,431 41,678 54,421 70,251
台湾 38,311 46,371 45,186 45,059 46,737 39,025 37,136 38,546 33,751 36,866
韓国 2,555 N/A N/A 8,392 9,975 13,984 14,265 12,367 14,851 11,697
マレーシア 6,228 N/A N/A 6,319 6,599 5,749 9,725 6,034 7,256 9,802
中国 N/A N/A N/A 2,942 4,608 5,654 5,901 7,029 8,771 8,954
ブルネイ 13,068 N/A N/A 10,313 9,083 9,461 14,667 6,930 7,413 7,907
日本 74,093 77,870 62,539 74,480 42,633 10,615 8,867 6,555 6,418 5,938
マカオ N/A N/A N/A 2,361 2,684 2,802 3,578 6,067 6,729 5,713
タイ N/A N/A N/A 1,750 2,401 2,497 3,144 3,750 5,009 5,133
インドネシア N/A N/A N/A 1,744 2,186 2,102 3,285 2,798 3,705 4,084
ベトナム N/A N/A N/A 783 1,103 1,348 1,972 2,785 4,126 4,056
カンボジア N/A N/A N/A 605 691 571 954 1,015 1,526 1,499
ラオス N/A N/A N/A 54 164 153 434 647 615 734
ミャンマー N/A N/A N/A 139 152 92 94 126 186 194

（出所）　図 1に同じ。
（注）　新規および継続雇用の陸上労働者に限定。
　　　2003年は SARSによる減少。

表 2　職種別海外フィリピン人労働者数の推移
 （人）

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
サービス業 97,374 84,021 113,423 133,907 144,321 107,135 123,332 138,222 154,535
工場労働者 69,513 61,352 63,719 74,802 103,584 121,715 132,295 117,609 120,647
専門職 99,688 78,956 94,147 63,941 41,258 43,225 49,649 47,886 41,835
事務職 4,012 3,965 5,323 5,538 7,912 13,662 18,101 15,403 10,706
営業職 3,043 2,490 3,950 4,261 5,517 7,942 11,525 8,343 7,242
行政管理職 374 387 565 490 817 1,139 1,516 1,290 1,439
農業 612 413 632 350 807 952 1,354 1,349 1,122
その他 11,512 9,967 3 996 3,906 10,613 494 1,650 2,753
合計 286,128 241,551 281,762 284,285 308,122 306,383 338,266 331,752 340,279

（出所）　図 1に同じ。
（注）　対象者は新規契約による陸上労働者に限定し，船員など海上労働者や継続契約による
派遣者は除く。
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フィリピン人労働者からの海外送金は GDPの約 1割に達し⑷，国内消費の

力強い下支えとなっている。海外フィリピン人労働者が，しばしばメディア

などで国民的英雄として取り扱われる背景には，彼／彼女らからの海外送金

が政府にとっても貴重な外貨獲得の手段であり続けたという事情があった。

　東アジアの主要な労働力輸出国であるフィリピンにおいて，労働者送り出

し政策がどのように形成され，そのための法制度がどのように整備されてき

たのであろうか。また，海外フィリピン人労働者を保護するためにフィリピ

ンはどのような制度を整備してきたのであろうか。

　海外で就労するフィリピン人は法律上も OFWと呼ばれる。海外フィリピ

ン人労働者の送り出しの歴史は20世紀初頭から始まるが，そのための法整備

が本格的に進められたのは，マルコス政権以降のことであった。現行の海外

フィリピン人労働者の送り出し政策の実施や労働者の保護については，ラモ

ス政権期（1992～1998年）に制定された「1995年移住労働者と海外フィリピ

ン人法（Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995）」（以下，1995年移住

労働者法）が基本法とされている。この法律は当時シンガポールで働いてい

たフロール・コンテンプラシオン（Flor Contemplacion）が，雇用者の子ども

と同僚の家事労働者を殺害した容疑で死刑に処せられた事件を契機に制定さ

れたものである。この事件では，フィリピン国内のカトリック教会，女性団

体，労働組合，海外出稼ぎ労働者協会，野党などが一丸となって死刑執行に

反対し，大きな抗議行動につながった。国民の反発の高まりは，当時のラモ

ス政権を揺るがすまでに至り，政府は，シンガポールへの家事労働者の派遣

を一時停止するなどの対応を余儀なくされたのである。

　移住労働者法はフィリピン政府が海外フィリピン人労働者の保護に本格的

に乗り出したものであり，労働者の送り出しに関する政策策定，実施や在外

フィリピン人支援を担当する公的機関の機能は，本法律に基づき強化された。

しかし，実際には海外フィリピン人労働者の権利保護や法執行のあり方等に

ついては，不十分な面があることは否めず現在もさまざまな課題が山積して

いる。雇用情報の紹介斡旋業者に関連する金銭トラブルや，受入国における
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フィリピン人労働者の権利保護の不徹底に対する懸念も根強い。また，優秀

な人材がより高い報酬を求めて海外に流出することにより，国内における医

療，教育，経済の発展が遅滞するという頭脳流出問題や，海外就労という選

択肢があるがゆえに，国内労働市場における雇用の創出政策が後手に回ると

いう悪循環がある。さらに，近年は移住労働者の搾取や暴力などに代表され

る人身取引問題に注目が集まっているものの，国際条約や国際労働機関

（ILO）などが主導する多国間で適用される法的枠組みの適切な運用方法への

必要性が高まっている。

　本章では，フィリピンにおける労働力送り出し政策の変遷をたどり，1995

年移住労働者法下における送り出し制度を概説したうえで，日本が看護，介

護の分野に外国人受入を開始したことで注目を集めてきた日本とフィリピン

との間の経済連携協定（Economic Partnership Agreement: EPA　2008年発効）に

着目する。フィリピン政府は海外フィリピン人労働者の受入国との間で二国

間協定等を締結し，受け入れのためのルール・手続きを整備し，受入国での

法的保護を図っている。ここでは EPAに基づく二国間の労働力移動の現状

の整理を試みる。

　本章の構成は，以下のとおりである。第 1節では，フィリピンにおける送

り出し政策の史的展開を概観する。第 2節では，労働者送り出しのための制

度の分析を行う。第 3節では，労働移動と二国間協定の現況を確認し，とく

に日比 EPAについて論じる。最後に，考察および今後の課題を検討して本

章のまとめとする。

第 1節　フィリピンにおける労働力送り出し政策の展開

1．1900年代から1970年代への変遷

　フィリピン人の海外就労はスペイン統治下での軍による半強制的な雇用に
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始まるとされるが（Sagalla 1988, 20-21），米西戦争の結果，アメリカが宗主国

となって以降，アメリカへの就労が増加した。1908年に海外就労について行

政事務を担当する労働局（Bureau of Labor）が設置されたのも海外就労の増

加に対応するためであった。また，海外就労に関する契約を扱う民間斡旋業

者が事前に労働局に許可をとらなければならないとする原則が定められた

（Thomas 1986, 1-4）。労働局を中心とした海外出稼ぎ労働者の送り出し政策

の管理は，その後約60年間続いた。

　1917年にアメリカはアジアからの移民を制限するため移民制限法を制定し

たが，アメリカ領であるフィリピンは移民制限の対象とされなかった。また，

特別非内国民的地位（Special Non-Citizen National Status）が付与されたことか

ら，比較的簡略化された手続きのもとアメリカに移住することができた。

1920年代から1930年代にかけてアメリカにおけるフィリピン人労働者は増加

し，その多くが大規模農園での農作業従事を目的にしていた。

　フィリピンの自治を認めた1934年のフィリピン独立法（Tydings McDuffie法）

の制定とその後の1935年憲法の制定はアメリカにおけるフィリピン人の就労

に大きく影響した。自治政府の成立を機に，フィリピン人移民法が定める内

国民から外され，移民可能な人数は年間50人までとの割り当てが設けられた。

この制度は，渡米するフィリピン人の数を減少させただけではなく，アメリ

カ永住権の取得を軍関係者，医師，看護師，エンジニアといった専門職に従

事する者に限定するようになった（Tomas 1986, 1）。

　第 2次世界大戦後，1950年代から1960年代にかけては，朝鮮戦争やベトナ

ム戦争の影響によって，非専門職の労働力に対する需要がアジアで増加し始

め，ベトナム，タイ，日本，グアムなどにある米軍基地の建設部門に従事す

るフィリピン人労働者の募集が増加し始めた。アメリカからアジアへ，専門

職から非専門職へといった変化の傾向は，労働力を送り出すフィリピン側に

とって，労働者の多様性を移民政策の主軸に含める契機となった（CIIR 

1987, 14-17）。
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2 ．マルコス政権期の政策と法

　フィリピン人の海外就労のための法整備を進めたのはマルコス政権であっ

た。1972年の戒厳令布告を境に労働運動の締め付けが厳格化し，労働争議が

ほとんど不可能であったため労使関係が悪化傾向にあったこと，また，イン

フレによってこれまでの賃金が実質的に大きく下落し，労働者の生活が著し

く苦しくなったことなどによる国内雇用環境の悪化があったとされる。また，

対外的には，国際環境の変化にともない，イランやイラクなどの多国籍建設

会社における建設作業員に対する需要が高まるにつれて，比較的廉価で雇用

できるフィリピン人エンジニアが重用されるようになったという事情もあっ

た（Gonzalez 1998, 34-35）。

　1974年労働法の改正に成功したマルコスは，海外就労希望者が民間業者を

とおして直接雇用契約を締結することを禁止し，労働者の送り出しに関する

手続きを政府内ですべて網羅するよう試みた（Asis 1992, 83）。しかし，現実

には，政府の予想をはるかに超える求人が海外から殺到し，業務量の多さや

手続きの煩雑さなども相まって公的機関だけで対応していくことは困難であ

るとの認識が高まった。このため，1978年に発布された大統領令1412号では，

海外就労の斡旋業を公的機関だけで独占する規定が撤廃され，代わりに民間

斡旋業者の参入が認められる規定が導入された。以降，政府は民間業者を監

督するという立場で労働力の輸出にかかわるようになった（Battistella 1995, 

259）。

　1980年代に入ると，家事・介護労働者，船員，工場労働者を中心とした労

働力の送り出しが推進された。とくに，アジア NIEs（Newly Industrializing 

Economies）と呼ばれた香港，シンガポール，台湾，韓国などでは，80年代

の経済成長にともない女性の社会進出が進み，家庭で子どもや老人の世話を

する乳母などの需要が増加し，外国人の家事労働者が積極的に受け入れられ

た⑸。

　海外の労働力需要増加に対応するため，マルコス政権は1982年に大統領令
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797号を公布し，フィリピン海外雇用庁（Philippine Overseas Employment 

Administration: POEA)を設立した。また，雇用の増進，労働者の労働条件の

改善，女性を含む社会的少数派の保護など政策立案の主軸を担う国家労働関

係委員会や国家賃金委員会を設置した。POEAには，海外フィリピン人労働

者保護の観点から労働紛争の仲裁権限が付与され，海外フィリピン人労働者

は金銭の授受や賃金の支払いを含む労使間の争いの裁定を POEAに申請す

ることが可能となった。また，同制度を補完するため無償法律扶助局が設置

された。

3．再民主化以降の海外フィリピン人労働者の送り出し

　1986年の民主化運動（エドサ革命）によってマルコスは退陣し，コラソ

ン・アキノが大統領に就任し，再民主化政策を進めた。アキノは，海外フィ

リピン人労働者を「国民の新しい英雄」として位置づけ，その保護を打ち出

した。1987年憲法は，海外フィリピン人労働者の権利を憲法上保障される人

権であると定め，海外出稼ぎ労働者の権利保障は，政府にとって憲法上の義

務であるとされた（Gonzalez 1998, 42）。1987年，行政命令247号によって

POEAが再編され，民間仲介業者を対象とした規制強化および海外就労希望

者を対象とした登録制度が導入され，出稼ぎ労働者保護が重点化された。

　出稼ぎ労働者の送り出しにかかわる法的枠組みは，ラモス政権期（1992～

1998年）に制定された1995年移住労働者法で初めて規定された。この法律は

当時シンガポールで働いていたフロール・コンテンプラシオン事件によるも

のであったことは前述のとおりである。

　1990年代に入ると，インドネシアやベトナムが自国の労働力を海外に輸出

するようになった。これらの国々は，高学歴・高技能の人材であることを前

面に出し，受入国に対して一定の労働基準や待遇を求めてきたフィリピンの

方針とは異なり，労働条件の劣悪な雇用先にも積極的に自国の労働力を送り

出す政策をとった。この時期，国際社会では経済的不況が続くなか，より廉
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価な労働力への需要が高まっていた。このため，90年代以降，フィリピン政

府は諸外国との競合を意識した労働力輸出策を検討せざるを得なくなり，

1962年の「均等待遇（社会保障）条約」（第118号），1973年の「最低年齢条約」

（第138号），1976年の「国際労働基準の実施を促進するための三者の間の協

議に関する条約」（第144号），1982年の「社会保障の権利維持条約」（第157号），

1996年の「船員の募集及び職業紹介条約」（第179号）などの ILO条約を次々

と批准することで，国際的な枠組みのなかで共有し得る労働環境，条件を整

えることをめざし，追随してくる諸外国との差別化を図ろうと試みた。

　2000年代は，経済発展を重視する当時のアロヨ元大統領の主導により，政

府の送り出し政策の重点が看護師，介護士，船員，IT技術者といった専門

職に移行した。

第 2節　労働者送り出しのための制度分析

1．1987年憲法下の規定

　前述したとおり，1986年のマルコス政権崩壊後に樹立されたコラソン・ア

キノ政権は，海外出稼ぎ労働者を国民の新しい英雄と位置づけ，1987年憲法

下では率先して在外労働者の保護に取り組むと明言した（Gonzarez 1998, 3）。

1987年憲法は，第13条「社会正義および人権」第 3項において，フィリピン

政府は組織または未組織にかかわらず国内外の労働者に対して十分な保護を

提供し，すべての人々に対する完全雇用と雇用機会の平等を促進すると定め

ている。1987年の行政命令247号によって POEAが再編され，民間仲介業者

を対象とした規制強化および海外就労希望者を対象とした登録制度が導入さ

れ，出稼ぎ労働者保護が重点化された。
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2 ．1995年移住労働者法

　出稼ぎ労働者の送り出しにかかわる法的枠組みは，ラモス政権期（1992～

1998年）に制定された1995年移住労働者法で規定された。本法は，表 3に示

すように，43条から構成され，大きく次の ⑴ 派遣（deployment），⑵ 違法

採用（Illegal Recruitment），⑶ サービス，⑷ 政府機関，⑸ 移住労働者問題

のための法律扶助，⑹ 国家チームアプローチ（Country-Team Approach），

⑺ 規制緩和と段階的な自由化，⑻ 専門職および高技能在外フィリピン人，

⑼ 雑則，に分かれる。

　本法は第 2条において，外交政策等の遂行上，国は国内または在外である

かを問わず，市民一般，とくに海外フィリピン人労働者の尊厳を支持するこ

とおよび政府は（地元であるか海外であるか，また組織化されているか否かを問

わず）労働者に完全な保護を与え，完全雇用と雇用機会の平等を奨励するこ

とを宣言している。政府はこの目的のため，フィリピン人移住労働者のため

完全かつ時宜にかなった社会的⑹，経済的および法的サービス⑺を提供する

責務を負い，富と開発の便益の衡平な分配を促進しなければならない。また，

本法はすべての海外フィリピン人労働者および海外フィリピン人に対して国

家の民主的な意思決定過程に参加する権利および海外就労に関連する諸制度

に代表される権利を認め，保障する責務を負い，さらに，政府はすべての移

住労働者の究極的な保護が技能の保有にあることを認識する立場をとること

が明言されている。これらのことを達成するため，政府は現実的であるかぎ

り速やかに技能のあるフィリピン人労働者のみを派遣し，また派遣を許可し

なければならない。また，同条 2項は，「陸上であるか海上であるかを問わ

ず，国内サービス契約者および管理代理店によるフィリピン人海外労働者の

派遣は適切なインセンティブの下で奨励される」と定める。海外雇用を最終

的には段階的に停止していく方向で，労働者の保護を前面に押し出し，適切

な管理を政府が行っていくという立場を打ち出すものであった（Battistella 

1995, 268）⑻。
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表 3 　1995年移住労働者法の概要

　第 1条 法令名の略称
　第 2条 送り出し政策に関する基本方針の宣言
　第 3条 目的の定義
第 1部　送り出し
　第 4条 移住労働者の送り出し
　第 5条 送り出しの終了または禁止
第 2部　違法採用
　第 6条 違法採用の定義
　第 7条 罰則
　第 8条 公務員および被雇用者に関する禁止規定
　第 9条 裁判管轄
　第10条 金銭関連紛争
　第11条 違法採用事件の予備調査
　第12条 時効
　第13条 無償法律扶助および承認保護プログラムによる保護
第 3部　サービス
　第14条 渡航先情報の事前普及
　第15条 緊急帰還基金
　第16条 未成年労働者の強制送還
　第17条 帰国者観察センターの設置
　第18条 同センターの機能
　第19条 移住労働者および在外フィリピン人情報資源センターの設置
　第20条 移住に関する公的情報共有制度
　第21条 移住労働者ローン保証基金
　第22条 国際的・地域的人権保護制度の施行機能と権利
第 4部　担当行政機関
　第23条 担当行政機関の役割
第 5部　移住労働者問題に関する法律扶助
　第24条 移住労働者関連係争の法律扶助
　第25条 法律扶助基金
　第26条 法律扶助基金の利用
第 6部　国別アプローチ
　第27条 外交上の優先課題としての OFW保護
　第28条 国別アプローチ
第 7部　規制緩和と段階的廃止
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⑴　労働者の派遣

　本法は「フィリピン人移住労働者の権利が保護されている国のみに海外フ

ィリピン人労働者を派遣する」と定め（第 4条），政府が受入国側において

権利の保護のための保証と認めるべき事項として，①移住労働者の権利を保

護する労働法規の存在，②移住労働者の保護に関係する多国間条約，宣言ま

たは決議への署名，③海外フィリピン人労働者の権利を保護する政府との二

国間協定または取り決めの締結，④移住労働者の権利を保護するための積極

的，具体的措置の存在の 4つを設けている。

　後述するように，フィリピン政府との二国間の協定または取り決めがフィ

リピン政府が労働者を送る国との間に二国間または協定が存在する。これら

の受入国の条件整備に関する基準は「積極的かつ具体的に」といった曖昧な

表現を含んでおり，結果的にはプログラム規定以上の効果を発揮し得えない

　第29条 斡旋業務の包括的規制緩和計画
　第30条 段階的廃止に向けた規制緩和機能
第 8部　専門職と高技能労働者
　第31条 在外フィリピン人専門職と高技能労働者のインセンティブ
第 9部　雑則
　第32条 海外雇用庁および海外労働者福祉庁の理事会
　第33条 議会への報告
　第34条 議会における有権者の権利
　第35条 旅行税および空港使用料の免除
　第36条 手数料の標準化
　第37条 議会による移住労働者とその子女に対する奨学基金
　第38条 予算および基金源
　第39条 移住労働者デーの制定
　第40条 規則の施行
　第41条 無効条項
　第42条 分離条項
　第43条 施行条項

（出所）　筆者作成。

表 3　つづき
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点には注意を払う必要がある（Montañez 2003, 196）。政府は，国益のため，

または公の福祉が必要とするときは，労働者の派遣を停止し，または禁止す

ることができる（第 5条）。

⑵　違法採用の禁止

　移住労働者法は送り出し側である民間の斡旋業者に対する規制の強化に重

点をおく。それは，海外での求人をめぐって業者が不当に事前の支度金や紹

介料などを求める問題が後を絶たず，その取り締まりが必要となったからで

ある。

　「違法採用」（illegal recruitment）とは，利潤を目的とするか否かにかかわ

らず，労働者の勧誘，募集，契約，輸送，利用，雇入れ，調達の行為（在外

雇用のための照会，情報提供サービスまたは宣伝を含む）で，労働法典第13条

（大統領令第442号）に定める許可を得ずに行われるものをいう（第 6条）。無

許可で 2人以上の者に手数料を目的に在外雇用を申し出るかまたは約束した

者はかかる行為を行ったとみなされる。また，以下のものも同様に違法採用

とみなされる（第 6条（a）～（m））。

①労働雇用大臣が定める許容される手数料表の規定額を超える額を直接ま

たは間接に課しまたは受領すること，また，貸付もしくは前払い金とし

て労働者が実際に受領したものよりも大きな額を労働者に課すこと

②求人または雇用に関係する虚偽の通告または情報もしくは文書を提出し，

または公表すること

③労働法上の許可を取得するため，虚偽の通告，証言，情報または文書を

作成し，虚偽表示を行うこと

④すでに雇用されている労働者を他の雇用主のもとに移転させるために，

その雇用を終了することを勧誘し，または勧誘しようとすること

⑤自分の代理人を通じて雇用を申請しなかった労働者を雇用しないように

いずれかの人または法人（entity）に影響を与え，または影響を与えよ

うとすること
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⑥公衆衛生もしくは公の道徳または共和国の尊厳を害する仕事に労働者を

紹介するための求人に従事すること

⑦労働雇用大臣またはその適正に授権された代表による検査を妨害し，ま

たは妨害しようとすること

⑧労働雇用大臣が求める雇用，職業紹介，獲得外貨送金，離職，その他労

働雇用大臣が求める他の事項または情報の情況について報告の提出を怠

ること

⑨労働雇用省が承認しかつ認証した雇用契約を当事者による実際の署名後

に労働者の不利益になるよう置き換え，または変更すること

⑩金銭的理由により出発前の申請労働者の旅行証書を破棄，または取り消

すこと

⑪労働者の過失がないにもかかわらず派遣が実際に行われなかった場合に，

派遣のための文書および処理に関連して当該労働者に生じた費用を償還

しなかったこと

　また，雇用契約が成立して就労先に派遣された後に，契約内容と異なる労

務に従事させられる場合や賃金の未払いなどが生じた場合も，違法採用とし

て訴えることができる。

　こうした違法な採用行為について法的に争う場合は，まず被害を受けた労

表 4　違法採用に関する訴訟件数の推移

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
訴訟件数 1,462 1,198 1,504 1,624 1,687 1,610 1,648
　a.　未決数 594 812 992 1,154 1,285 1,358 1,427
　b.　受理数 868 386 512 470 402 252 221
　c.　提訴数 1,441 543 1,135 1,057 857 469 468
処理済み件数 650 206 350 339 329 183 283
持ち越し件数 812 992 1,154 1,285 1,358 1,427 1,365
処理率（％） 44.5 17.2 23.3 20.9 19.5 11.4 17.2
逮捕者（人） 12 4 50 26 98 74 12

（出所）　フィリピン海外雇用庁のホームページ（http://www.poea.gov.

ph/stats/2010_Stats.pdf 2012年 3 月 7 日ダウンロード）より筆者作成。
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働者は地域裁判所（Regional Trial Court）に提訴する必要がある。そこで有罪

と認定された斡旋業者には， 6年以上12年以下の禁固刑および20万ペソ以上

50万ペソ以下の罰金刑，または，終身刑および50万ペソ以上100万ペソ以下

の罰金刑が適用される。被害を受けた労働者は，提訴するにあたって POEA

が提供する証人保護制度に基づく優先的な権利および無償法律扶助サービス

を利用できる（第 6～13条参照）。海外就労の基礎となる雇用契約の内容は，

送り出されるフィリピン人労働者にとって就労先での労働環境を決定づける

重要事項であるため，POEAは，違法採用に関して厳罰をもって処す態勢で

調査，摘発を実施している⑼。

⑶　行政機関

　移住労働者法第23条は，移住労働者（適用可能なかぎりすべての海外フィリ

ピン人）の福祉の増進と権利保護のため，職務を果たすべき行政機関として，

①外務省，②労働雇用省，ならびに労働雇用省に属する，③フィリピン海外

雇 用 庁（POEA）， ④ 海 外 労 働 者 福 祉 庁（Overseas Workers Welfare 

Administration: OWWA）の設置について定めており，各担当機関の職務を次

のように列挙している。

　外務省は，本省または在外公館をとおして，フィリピンへの本国送還の事

例など即時の援助を差し伸べるものを含む海外フィリピン人労働者および在

外フィリピン人の権利を保護するにあたっての迅速な支援を提供する優先的

行為を実施しなくてはならない。また，労働雇用省は，諸外国における労働

や社会福祉分野における関連法が適正に海外フィリピン人労働者にも適用さ

れているか否かを確認しなければならない。また，これらの法律が適用可能

な場合は，在外フィリピン人に対しても必要な法律扶助や専門医や病院への

照会が実施されているかについても確認する。さらに，POEAは，許可制と

登録制の制度のもと，海外へ派遣する労働者の新規募集と配置への民間部門

の参加に対する規制権限を有する。

　OWWAは，福祉担当官（同担当官が不在の場合は調整担当官）が海外フィリ
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ピン人労働者およびその家族に対して，斡旋業者をとおして成立した契約上

の義務の履行に関するすべての必要な支援を提供する。職務遂行上，担当官

は公的な代理人として機能し，海外フィリピン人労働者からの不服申し立て

などを解決へ導くために斡旋業者等に対して協議や調停のための会議への参

加を要求することができる。

　フィリピン人労働者の送り出しに関する手続き全般については，法律上，

労働雇用省の管轄下にある POEAと OWWAの責務となる。具体的には，フ

ィリピン人労働者の渡航にかかわる管理業務，事前オリエンテーション，民

間紹介斡旋業者の監督は POEAが担当し，労働者とその家族を対象とした

福祉および厚生関連事業は OWWAの担当となる。これに加えて，外務省と

OWWAが連携し，渡航後の在外フィリピン人の保護対策も進めている。以

下，主要官庁について概観する。

　A．フィリピン海外雇用庁（POEA）

　POEAは，マルコス政権下の1982年に設置された組織で，1974年労働法に

よって設立された海外雇用開発局（Overseas Employment Development Board: 

OEDB），国家船員局（National Seamen Board: NSB），雇用サービス局（Bureau 

of Employment Services: BES）の 3機関を統合したものである。POEAは，フ

ィリピンの海外雇用政策全体を総括している。海外就労を希望するフィリピ

ン人労働者は全員 POEAに個人データを登録しなければならない⑽。POEA

のおもな任務には，雇用契約手続，斡旋業者をとおしてフィリピン人労働者

を雇う外国人に対する雇用の認定，海外就労に関する民間斡旋業者の認可，

海外就労者への海外雇用許可証（Overseas Employment Clearance: OEC）の発行，

労働者への雇用前および渡航前オリエンテーション⑾の実施，労働基準の認

定，海外就労関連広告の監査などがある。また，海外からの人材募集の承認，

労使間の雇用契約の評価に加えて，労働市場の調査とマーケティング，海外

フィリピン人労働者の統計データの管理，就労先となる受入国に関する情報

提供や危険情報，注意勧告の発行なども POEAの担当となる⑿。POEAが取
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り扱う雇用の形態は，民間斡旋機関をとおした雇用，知人をとおした直接雇

用，POEA斡旋部に直接申請のあった雇用の 3種類で，いずれの雇用形態で

あっても，雇用契約は POEAが定める最低労働基準を満たす必要がある。

ここでいう最低基準とは，正規労働時間に対する正当な賃金設定，超過手当

の付与，採用地点から渡航先までの無料の往復渡航切符や緊急医療費の供与，

労働災害補償の給付，戦争の危機など国家的災害からの保護，死亡時の遺体

や遺品の送還手続き，自国への送金の手助けなどを指す（Ateneo Human 

Rights Center 1995, 16）。

　B．海外労働者福祉庁（OWWA）

　コラソン・アキノ政権下の1987年に新設された OWWAは，マルコス政権

期の1980年に設立された海外労働者福祉基金（Welfare Fund for Overseas 

Workers: WFOW）を母体とする機関である。OWWAはフィリピン人労働者と

その家族の福祉や帰国後の支援をおもな業務としており，POEAと同様，労

働雇用省の管轄下におかれている。すべての海外フィリピン人労働者は，雇

用契約の締結時に所定の拠出金を支払って OWWAメンバーに加入すること

が義務づけられており，集められた拠出金は，世界各地に送り出される在外

労働者を対象に，福祉サービスを提供するための基金として利用される。

　フィリピン人労働者が渡航先で死亡または負傷した場合の援助，帰国支援，

医療支援，法律扶助支援，渡航先での法的支援，帰国者を対象とした自立生

計支援や地域社会への再統合プログラムの実施⒀，海外フィリピン人労働者

家族を対象とした奨学金制度の運営なども OWWAの業務となる。OWWAは，

おもに多数のフィリピン人が在留している在外公館に海外事務所を構えてお

り，事務所に併設されているフィリピン人労働者開発センター（Filipino 

Development Workers Center: FDWC）をとおして，カウンセリング・サービス

の提供，シェルター活動，労使間の問題処理，外国人労働者への支援を専門

とする NGOの紹介といったサービスを提供する。
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　C．その他

　以上の 2機関とは別に，受入国の領事館や大使館において，在外フィリピ

ン人を保護する業務は外務省の役割となる。同省の管轄下にある海外フィリ

ピン人委員会（Commission on Filipino Overseas: CFO）は，とくに，婚姻また

は契約労働型ではない定住者として海外に移住してきた自国民を対象として

いる。CFOは，渡航前オリエンテーションや移民後の在留登録業務を担当

しており， 6年に 1度の大統領選挙等が実施される際には，在外投票の拠点

としての役割を果たす。近年では，海外で生活するフィリピン人子弟を対象

に，フィリピン独自の文化を継承する課外活動や，フィリピン国内における

社会福祉開発プロジェクトの寄付を募るプログラムも運営しており，在外居

住者を対象に自国の文化を保護し継承していく活動を進めている。

　主要国の在外公館には労働雇用省から派遣された参事官が駐在し，外交官

と連携して在留フィリピン人保護に取り組む。労働雇用省は，フィリピン人

労働者の福祉・厚生と権利保護を目的として，フィリピン海外労働事務所

（Philippine Overseas Labor Office: POLO）を在外公館内に設置しており，当事

務所は，当該国の労働市場に関する情報を入手するプログラムをはじめ，本

国への帰還に関する相談窓口の提供，刑務所へ収監されている被疑者等の訪

問など，海外フィリピン人労働者の法的保護と援助に関する業務を担当する。

加えて，それぞれの派遣地における在外フィリピン人団体のネットワーク化

や関連情報の普及なども，海外労働事務所の役目となる。

第 3節　労働移動と二国間協定

1．労働移動に関する二国間取り決め

　フィリピン政府は自国民の労働者の送り出しにあたって受入国との間に何

らかの二国間取り決めを締結している。労働分野についての覚書
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（Memorandum of Understanding: MOU）は2012年現在，カナダ，ヨルダン，台

湾などを含む21カ国に及ぶ（表 5）。その多くは韓国のように受入国の国内

法上必要とされているものを含む。これらのなかには，カナダのようにフィ

リピンの労働雇用省と州政府が直接覚書に合意する形で協定を締結する形式

や，北マリアナ諸島，リビア，パプアニューギニアのように一般的な労働協

約に関する覚書という形式を用いる場合もある。また，より法的拘束力のあ

るものとして自由貿易協定（FTA），経済連携協定（EPA）のなかで労働移動

について規定するものもある。

　フィリピン政府はこれまでアジアおよび欧米諸国全般を対象に，幅広く労

働力を輸出してきた。この送り出しのすべてが二国間取り決めに基づいて行

われたわけではないが，これまでの主要な送り出し先には日本も含まれてい

る。日比間の人の移動については，とくに，1980年代以降の日本社会におい

て，石山（1989）; 伊藤（1992）; Yu Jose（2007）が取り上げているように，沖縄，

佐世保，横須賀，厚木などの米軍基地における就労者をはじめ，興行ビザに

よるフィリピン人エンターテイナーの入国等が目立った⒁。2009年時点での

在日フィリピン人の数は21万1716人で，日本における外国人登録者総数の

9.7％を占めている（図 2）。在日フィリピン人は，いまや中国，韓国・朝鮮，

ブラジルに続く，第 4位の外国籍住民となっている。

　日本に滞在しているフィリピン人は，外交・公用関係者，学術関係者，宗

教関係者，投資・経営関係者，研究職，教育関係者，技術保持者，国際業務

等従事者，企業内転勤者，永住滞在者などから構成されている。こうした構

成カテゴリーには，日本の出入国管理および難民認定法の改正や，フィリピ

ンへ流入する日本政府からの途上国援助（ODA）等開発援助予算の増加によ

って，フィリピン人研修生や開発専門家などが含まれるようになった（法務

省 2011）。

　人の移動に関する二国間協定とは別に，法務省は，2010年より父親が日本

人であるとの証明が可能な場合は，ジャピーノと呼ばれる日比の混血児に日

本国籍を付与するという特例措置を設けている。この措置に基づいて日本国
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表 5 　フィリピンとの労働協力に関する二国間協定

国名 二国間（双務）協定の内容 締結日
バーレーン 公共医療サービス協力に関する覚書 2007年 4 月24日
カナダ
　アルバータ州 人的資源の配置と開発協力に関する覚書

ブリティッシュ・コロンビア州およびアル
バータ州との協定に関する施行指針

2008年10月1日

　ブリティッシュ・
　　コロンビア州

人的資源の配置と開発協力に関する覚書 2008年 1 月29日

　マニトバ州 人的資源と配置協力に関する覚書 2008年 2 月 8 日
　マニトバ州 人的資源の配置と開発協力に関する覚書 2010年 9 月21日
　サスカチュワン州 労働，雇用，人的資源開発分野協力に関す

る覚書
2006年12月18日

北マリアナ諸島（CNMI） 比 -CNMI間における覚書
同上

1994年 9 月14日
2000年12月18日

インドネシア 移住労働者に関する覚書 2003年 1 月18日
イラク 人的資源の動員に関する覚書 1982年11月25日
日本 日比経済連携協定（JPEPA） 2009年 1 月12日
ヨルダン 比－ヨルダン間の覚書 1981年12月 5 日

人材に関する覚書 1988年12月 3 日
労働協力に関する覚書 2010年 5 月27日
フィリピン人家事労働者の配置および雇用
規制に関する管理と原則

2012年 1 月29日

韓国 韓国への労働者派遣に関する覚書 2004年 4 月23日
比韓間の覚書 2005年12月15日
雇用許可制度下における韓国への労働者の
派遣と受け入れに関する覚書

2006年10月20日

労働と人材開発分野における協力に関する
覚書

2009年 5 月30日

韓国の雇用許可制度下における労働者の派
遣と受け入れに関する覚書

2009年 5 月30日

クウェート 雇用と人材開発に関する覚書 1997年 9 月14日
二国間協議の設立に関する覚書 1997年 9 月14日

ラオス 労働と雇用に関する技術協力に関する覚書 2005年 7 月27日
リビア 労働，雇用，人材開発分野における二国間

協力に関する検討課題
1979年10月18日

比－リビア間の覚書 2006年 7 月17日
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籍を付与された子どもが未成年の場合は，フィリピン人である母親にも日本

での就労が可能なビザを発給し，親子で日本へ入国できるよう配慮している。

2．フィリピンからの労働移動と人身取引問題

　日比間の人の移動については，とくに1980年代からフィリピンからのエン

ターテイナーの流入が目立った。彼女たちは海外パフォーミング・アーティ

ストとして興行ビザを得て入国し，最長 6カ月の滞在期間を上限として日本

国名 二国間（双務）協定の内容 締結日
ニュージーランド 比－ NZ間の労働協力に関する覚書 2008年11月 4 日
ノルウェー ノルウェーへの保健部門における専門家採

用に関する国家間協力に関する合意書
2001年 6 月26日

パプアニューギニア 比－パプアニューギニア間の覚書 1979年 3 月14日
カタール カタールにおけるフィリピン人労働者雇用

に関する合意書
1997年 5 月10日

上記の1997年の合意書に関する追加議定書 2008年10月18日
スペイン 二国間の移民流入管理への協力に関する覚

書
2006年 6 月29日

スイス 専門家と技術研修生の人的交流に関する合
意書

2002年 7 月 2 日

台湾 特別雇用労働者に関する覚書 1999年 9 月 3 日
台湾への特別雇用プログラムに関する覚書 2001年 1 月12日
同上 2003年 3 月20日

アラブ首長国連邦 人材分野における二国間の覚書 2007年 4 月 9 日
イギリス 健康管理協力に関する覚書 2003年 7 月30日

二国間の求人に関する合意書 2002年 1 月 8 日
アメリカ 東南アジア・太平洋地域におけるフィリピ

ン国民を対象としたアメリカ国軍による求
人と雇用に関する合意書

1968年12月28日

（出所）　 POEA公式 HP（http://www.poea.gov.ph/lmi_kiosk/labor_agreements.htm　2013年 9 月 5
日ダウンロード）より筆者作成。

表 5　つづき
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で就労した。興行ビザは，本来，ダンスや音楽などを披露する業務を担当す

る芸能人を対象に発給されるビザだった。しかし，実際には，エンターテイ

ナーらはナイトクラブなどにおける接客が主要な業務とされ，最低賃金を大

きく下回る低報酬での就労を強いられる例が相次いだ。このため，興行ビザ

による入国に対しては「人身取引の隠れみの」との批判が寄せられた。外務

省によると，2003年には約13万人の外国人労働者が興行ビザの発給により入

国しており，フィリピン人がこのうちの 8万人以上を占め，ロシア，ルーマ

ニア，ウクライナなどからの入国者を上回っていた。

　興行ビザの取得には，技能を証明する文書が必要とされており，フィリピ

ン人の場合はフィリピン政府が発行する「芸能人認定カード」が有効な証明

書とされた。しかし，偽造カードの発給や，不十分な事前研修にもかかわら

ず取得した事例が散見され，送出国における実際の手続きには不透明な点が

図 2　わが国の国籍別外国人登録者の割合（2009年）

（出所）　入国管理局統計資料より筆者作成。

総数
2,185,806人
（2009年）

中国
680,518人
31.1％

韓国・朝鮮
578,495人
26.5％

その他
338,323人
15.5％アメリカ

52,149人
2.4％

ペルー
57,149人
2.6％

フィリピン
211,716人
9.7％

ブラジル
267,456人
12.2％
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あった。2004年 9 月，日本政府はフィリピンに人身売買調査団を派遣し，フ

ィリピン政府に対して興行ビザの発給条件として，芸能人認定カード以外の

証明書の提出を義務づけるなど，基準を見直し始めた。日本政府が興行ビザ

発給基準の強化に乗り出した背景には，アメリカ国務省報告に人身取引に関

する法整備や被害者保護が遅れている「監視対象国」と記されたという事情

があった。調査団派遣から 2年後の2006年，日本政府は興行ビザの運用の厳

格化を敢行し，同年の興行ビザの発給数はそれまでの10％分に絞られた（法

務省 2011）。

　他方，フィリピン側では，こうした状況に対処するため，2013年に人身取

引防止法（Institute Policies to Eliminate Trafficking in Persons Act of 2013）を制定

した。これは2003年の反人身取引法（Anti-Trafficking in Persons Act of 2003）を

改正したもので，人身取引対象者の保護および支援のために必要な政策およ

び制度を構築することを目的としている。本改正は，人身取引の形態が複雑

化することによって，2003年反人身取引法では処罰の対象とならない行為に

よって人身取引が継続されてきた点や，同法では被害者だけでなく被疑者の

プライバシーも秘匿の対象となっていたため，人身取引を抑止する効果が小

さいことが明らかになってきたという反省をふまえて実施されたものである。

具体的には第 3条の定義規定において，強制労働と併設されていた奴隷的処

遇に関する規定が独立させられ，「意に反する苦役」（第 3条 f項）や「性的

搾取」（第 3条 h項）の定義を改正前より詳細に規定するなど，内容の具体

化が図られた。また，第 4条においては，労働に従事しなければ深刻な危害

を受けると信じさせ，強制的に就労させる目的で労働者を雇用，移動，収受

するといった行為の禁止や（第 4条 j項），人身取引の対象範囲に新しく児童

の取引（第 4条 k項）が加えられた。これにより犯罪として成立する構成要

件の範囲が広がり，また，与えられる刑罰も最低15年以上の禁固刑から終身

刑および50万ペソから200万ペソまでの罰金刑が含まれるなど，処罰を受け

るべき者および刑罰の範囲が拡大された（第10条）。さらに，第16条では外

務省，社会福祉開発省，労働雇用省，司法省，フィリピン女性の役割に関す
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る国家委員会，移民局，国家警察，POEA，内務自治省などに対して，人身

取引の予防対策，被害者保護と社会復帰に向けたプログラムの策定を義務づ

けている。

3．人の移動と日比経済連携協定（JPEPA）

⑴　日比経済連携協定締結の背景

　日比経済連携協定（Japan-Philippines Economic Partnership Agreement: JPEPA）

は，二国間の貿易や投資の自由化および円滑化のための二国間協力の促進を

目的としている。具体的には，人材養成，情報通信技術，科学技術，中小企

業，運輸，金融サービス，エネルギーおよび環境，貿易・投資促進，観光な

どの分野における協力関係の構築をめざしている。人の移動に関しては，短

期の商用訪問者，投資家，契約に基づく一時滞在者，企業内転勤者，自由職

業サービスに従事する者，看護師または介護福祉士といった 6つのカテゴ

リーが定められており，各条件に基づいて自然人の入国および一時的な滞在

許可の付与が決定されてきた。

　日比間の人の移動に関する制度は，2008年に批准された JPEPAの成立を

経て，新たな展開を迎えるに至った。JPEPAに基づく人の移動に関する取

り決めは，2002年 1 月に当時の小泉総理大臣によるシンガポール演説で

「日・ASEAN包括的経済連携構想」が提唱されたことを受けて，フィリピ

ンとインドネシアを対象に本格化した⒁。背景には，当時の経団連が主張し

ていた東アジア共同体結成構想の推進とあわせて，日本社会の少子高齢化問

題への一助をめざそうとする動きがあったとされる。とくに，日本における

急速な高齢化問題は深刻で，介護分野における人材不足を外国からの人的資

源の投入によってまかなう必要性は高いとみなされた。また，フィリピン政

府にとっても，日本の労働市場の門戸開放は長年にわたって要望してきた項

目であった（井口 2001, 10-11）。両国の政府にとってそれぞれ利があると思

われた JPEPAは，複数回の予備交渉を経て，2006年 9 月に，小泉総理大臣
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とアロヨ大統領との間で署名された。しかし，フィリピン国内における強硬

な反対は続き，JPEPAが最終的な批准に至るまでに，その後 2年の月日を

要した。

　JPEPA反対派だったフィリピン上院の一部の議員らは，当初，憲法が議

会に付与している関税の設定権侵害といった経済面での不公平性を根拠とし

て，JPEPAはフィリピンの国益に資するものではないとして協定の締結を

拒否した。上院内における JPEPA推進派による賛成票の確保に向けた院内

調整は難航したが，最終的には上院外交委員会と貿易通商委員会を通じて最

終的な合意がまとめられる段階まで審議が進められた。長期間にわたる攻防

を経て，2008年 8 月，最終審議の場となった上院第 3読会で，賛成16票，反

対 4票を得て，「JPEPAの批准に同意する上院決議案555号」が採択され⒃，

同年12月に JPEPAが発効した。

⑵　開かれた門戸と受け入れ現場の実情

　2009年，JPEPAの批准を受けて，POEAと日本側の受け入れ担当機関に当

た る 国 際 厚 生 事 業 団（Japan International Corporation of Welfare Services: 

JICWELS）との間で，フィリピン人看護師および介護福祉士候補者の受け入

れと送り出しに関する覚書が交わされた。これにより，日本語による試験に

合格し，国家資格を取得した暁には，上限なく更新できる就労ビザの取得が

可能となり，フィリピン人看護師らにとって日本での定住の道が開かれるこ

とになった。

　POEAと JICWELSからの支援を受けて来日した候補者は，2009年310人

（看護師93人，介護福祉士217人），2010年128人（看護師46人，介護福祉士82人），

2011年131人（看護師70人，介護福祉士61人），2012年101人（看護師28人，介護

福祉士73人）であり，このうち，最終的なフィリピン人看護師候補生の国家

試験の合格者率は2009年0％，2010年1.2％，2011年 4 ％，2012年11.3％であ

った。

　しかし，門戸が開かれたといっても，実際に候補生を受け入れる道程は平
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坦ではなかった。背景には，候補生の日本語能力の不足，入国後の受け入れ

施設の負担の大きさ，国家試験の難解さといった課題がある。また，候補者

本人と受け入れ先の医療スタッフの異文化に対する相互適応は容易ではなく，

言語の壁によるコミュニケーションの不足はもちろんのこと，受け入れ側に

とっては候補者が来日前にどの程度の医療技術を習得しているかなどの確認

や，どの程度通常シフトの医療チームの一員として扱っていくことが可能か

という判断が難しいという事情もあった。他方，母国で専門教育を受け，す

でに実務経験のある候補生たちは，本来であれば日本の現場においてもすぐ

に役立つ即戦力となり得るはずである。しかし，母国ですでに専門職として

就労してきた場合であっても，日本では国家資格を取得するまでは，現場で

は患者の身の回りの世話や日本人看護師の補助が業務の中心となる。このた

め，候補生側の期待や技能習得の必要性，入国後の生活体験との間にずれが

生じ，早期帰国を希望する候補者も出てきた。

⑶　看護師・介護士候補生への対応等

　こうした候補生への対応に関連して，日本政府は「規制・制度改革に係る

対処方針」（平成22年 6 月18日閣議決定）で，看護師国家試験および介護福祉

士試験において使用されている難解な用語の取り扱いに関する方針を変更し，

平易な日本語に置き換えても現場に混乱を来さないものについては置き換え

や漢字へのルビの記載を認める決定を出した。また，看護師国家試験は看護

師として必要な知識および技能に関して実施されるべきである（保健師助産

師看護師法第17条）という原則を確認しつつも，「『東アジア共同体』構想に

関する今後の取り組みについて」（平成22年 6 月 1 日政府とりまとめ）および

「新成長戦略について」（平成22年 6 月18日閣議決定）では，改めて EPAに基

づき受け入れを決定したフィリピン人看護師や介護福祉士候補生への配慮の

必要性が強調された。

　実際の現場においては，医療関係者との円滑なコミュニケーションや薬剤

の確実な照合等が，安全で適切な医療を行ううえで不可欠であることは明白
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であるが，日本語でのコミュニケーションがままならないフィリピン人候補

生にとっては医療現場における言語の障壁は依然高いままである。日本とフ

ィリピンの両政府は，それぞれ JICWELSと POEAに渡航前の募集，選抜，

日本側での受け入れ施設の選定を一任しているが，語学に関しては渡航前に

1年間の語学研修を導入する方針が決定された。これは，国際協力事業団

（JICA），国際交流基金（Japan Foundation），フィリピン労働雇用省技術教育技

能教育庁（TESDA）の協力のもと，日本政府の ODAが費用を負担する形式

で実施されるものである。しかし，こうした対策を講じているにもかかわら

ず，近年フィリピンからの希望者は低下傾向にある。この背景には，日本語

による国家試験に合格しないかぎり最終的には帰国を余儀なくされるという

将来性の不透明さや，かなりの時間とコストを投資して国家資格を得ても，

受け入れ機関の職場環境が自分の適正に合うとは限らないといった不安定要

素があるものと思われる。高齢化は日本だけでなく，他のアジア諸国や欧米

諸国でも深刻化している社会問題であるため，フィリピン人候補者にとって

は，語学の障壁が比較的低い英語圏で就労機会を探す方がより簡便に就労環

境を選べるという事情もある。実際に2012年には介護福祉士国家試験後に合

格者の一部が日本での継続就労を望まずに帰国を希望するという問題が浮上

した。将来的には，とくに熟練労働者を中心に労働力が国境を越えて移動す

る時代に移行する可能性をかんがみると，一定の日本語能力と専門知識を有

している労働者には，短期就労ビザで入国を認める制度への移行も検討する

余地はあるものと思われる。

おわりに

　以上，フィリピンの国境を越えた人の移動に関する史的展開，労働力輸出

に関する制度的側面，公的機関の役割と機能に加えて，日比間における新た

な展開の契機となった EPA成立の背景と運用状況を概観した。GDPの 1割
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に相当する海外送金を実現する海外フィリピン人労働者の活躍は，1900年代

から現在に至る政府による労働力輸出政策の成果のひとつであると考えられ

る。海外フィリピン人労働者は，教育と技能の高さから尊重されているだけ

でなく，特定の産業に占める割合も高い。近年では海外フィリピン人労働者

の大半は女性で占められ，家事労働者，看護師，介護士の必要性が高まって

いる。一方で，フィリピン国内の高い失業率に現れているとおり，自国経済

や労働市場自体は，雇用不足の状態から脱しておらず，依然停滞傾向にある

ということは否めない。多額の海外送金は，残留家族の国内消費の下支えに

なったことは確認できても，海外への出稼ぎが国内の実質的な経済発展の一

助につながったと評価する先行研究はほとんどみられないのが現状である。

　フィリピンでは，海外出稼ぎ労働者の保護政策は，各政権にとって国民か

らの支持基盤の安定につながる生命線とされてきた。このため，たとえそれ

がプログラム規定としての性質しか有さない場合であったとしても，国家と

して在外フィリピン人の安全確保および人権保障に注力することは最優先事

項であった。フィリピンは他の東アジア諸国に先駆けて数々の国際条約を批

准している。とくに1980年代前半より起草段階からかかわってきた「すべて

の移住労働者とその家族の権利の保護に関する国際条約」（ICRMW）を，

1995年よりアジア諸国で率先して批准していることは特筆に値するであろう。

本条約は職種を問わず（季節労働者も含む）すべての国外からの移民を含む

移住労働者とその家族の尊厳と権利を保障することを目的とした国際人権条

約で，搾取や差別といった不当な扱いや劣悪な労働条件のもとで働くことを

余儀なくされている移住労働者の権利の擁立と確保をめざして1990年に国連

総会で採択された。しかし，現実的な問題として，送出国の政府が海外に移

動する自国民を国内法で管理することは困難であり，法執行の徹底にかんが

みても，労働力輸出国の送り出し政策のみを強化するだけでは不十分である

ことは否めない。フィリピン政府は，主要な労働力輸出国として，ASEAN

国際会議の場においても，移住労働者管理や，移住労働者の権利保護と促進

のための手続き策定を積極的に推進し，移住労働者の権利に関する共通理解
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の構築を唱道する立場をとっている。ASEAN内では，受入国と送出国に分

かれる各加盟国の間で利害が対立していることから，必ずしも全加盟国がフ

ィリピンのように海外労働行政の改善や移住労働者の管理（ガバナンス）の

強化に積極的な立場を取っているわけではないため（鈴木 2012），今後，フ

ィリピンは，ASEAN諸国の利害対立構造に配慮しつつ，横断的な海外労働

行政の改善をめざすことに注力する必要に迫られるのではないかと思われる。

〔注〕
⑴　中東地域におけるおもな受入先は，サウジアラビア（29万3000人），UAE

（20万1000人），カタール（ 8万7000人），クウェート（ 5万3000人）など 数字
は2010年の新規契約による陸上労働者（POEA 2011）。
⑵　海洋部門において，フィリピンは船員の利益を保護するための二国間協定
の締結に取り組んできた。とくに，フィリピンは船員の訓練，資格認定およ
び監督基準（Standards of Training, Certification and Watch-keeping of Seafarers: 

STCW）に関する1978年国際海事協定に署名した後は，船員送出国と船員受入
国との間でフィリピン船員証明書の承認に関する二国間協定を積極的に推進
してきた。STCWは海外および国内の海運業に従事する船舶に雇用される船
員の訓練と能力に関する基準を設定するもので，2002年 2 月 1 日に発効した
改正 STCWでは，船員の能力証明書の承認のための二カ国間協定を締結が義
務付けられた。原則として，国際海事機関によって適切と認められた締約国
リストに掲載されていない国および二カ国間協定を締結していない国の船員
は，海洋船上で働くために雇用されてはならないと規定されている。このた
め，海洋船上で働く海外フィリピン人労働者の雇用契約はその船籍のある国
とフィリピンの間で締結された二国間条約に基づいて扱われることになる
（Castillon-Lora 2011）。
⑶　近隣諸国の2011年の失業率は，インドネシア6.6％，ミャンマー4.0％，マレー
シア3.1％，シンガポール2.7％，ブルネイ2.6％，ベトナム2.0％，カンボジア
1.7％，ラオス1.4％，タイ0.7％と報告されている。フィリピン・デイリー・イ
ンクワイラー紙より（http://business.inquirer.net/80138/despite-high-econom 

ic-growth-ph-has-highest-unemployment-rate-in-asean　2012年 9 月 3 日付）。
⑷　フィリピンへの海外送金額は2003年約76億ドル，2004年約86億ドル，2005
年約107億ドル，2006年約128億ドル，2007年約145億ドル，2008年164億ドル，
2009年173億ドル，2010年188億ドルであった。2011年は国家予算額約 1兆
8160億ドルに対して，在外労働者からの送金額は約201億ドルに達した。フィ
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リピン中央銀行公式ウェブサイトより（http://www.bsp.gov.ph/statistics/keystat/

ofw.htm　2013年 1 月20日アクセス）。
⑸　1980年代後半には，海外に派遣されるフィリピン人労働者のうち女性が占
める割合が50％を超えた。彼女たちが備えている高い教育水準，公用語の英
語を自在に使える語学力，自己主張が激しくない温和な性格，チームワーク
を優先する柔和さなどは，受け入れ側の雇用主にとって受け入れやすい人材
であると評価された（Gonzalez 1998, 42）。

⑹　1995年移住労働者法第 2条 dは，「政府は男女の法の下での平等と国家建設
における女性の重要な役割を肯定する。海外移民女性労働者の貢献とその脆
弱性を認識し，国は移住労働者に影響する政策およびプログラムの形成なら
びに移住労働者の福祉を責務とする機関の設立においてジェンダーに配慮し
た基準を適用する」と定めている。

⑺　具体的な法的サービスの内容として，同法第 2条 eに「裁判所および準司
法的機関への自由なアクセスおよび適切な法的扶助は，貧困を理由としてい
かなる者にも否定されてはならない。この点において，苦境にある海外フィ
リピン人，とくに法的文書の有無にかかわらずフィリピン人移住労働者の権
利および利益が適切に保護されかつ守られていることを確保するために実効
的メカニズムが制度化されることが不可欠である。」との規定が設けられてい
る。
⑻　1995年法では関連する NGOと協力しながら労働者保護の施策を打ち出して
いくことが規定されており，その一環として非合法な採用方法に対する取り
締まりの強化，政府機関の整備（フィリピン人労働者が集中する国へのフィ
リピン人労働資料センターの設置，カウンセリングおよびモニタリングの実
施，帰国者向けオリエンテーションおよび再統合プログラムの強化，各省庁
間における関連情報の提携など）に関する条項が盛り込まれた。
⑼　POEAにおける筆者による聞き取り調査による（2012年11月25日）。
⑽　現在は，POEA内に設置されている PCに，応募者が直接写真を含めた個人
情報を直接入力し，海外からの求人情報の検索とマッチングの確認ができる
ように手続きが電子化されている（同上の聞き取り調査より）。

⑾　海外就労を予定するすべての労働者には，渡航前にオリエンテーションの
受講が義務づけられている。内容は職種や行き先によっても異なるが，政府
が NGOや民間斡旋業者に委託して実施している場合もある（POEAでの筆者
によるインタビュー調査による　2012年11月26日）。

⑿　POEAが近年とくに力を入れている事業に，OFWの動向解析およびプロフ
ァイリング・プログラムがある。これは労働者登録制度を利用して，就労先，
個別技能，性別などの OFW関連情報をとりまとめ，受入国に迅速に情報を提
供することを目的とする。2008年は日本，台湾，UAE，クウェート，カター
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ル，香港，レバノン，韓国，バーレーン，シンガポール，ヨルダン，イスラ
エル，オマーン，イギリス，アメリカ，マレーシア，ブルネイ，キプロス，
カナダ，オーストラリア，ロシア，アフガニスタン，アルジェリア，アンゴ
ラ，イラン，イラク，ナイジェリア，イエメンを対象に同事業が実施された
（POEA 2010）。
⒀　海外で働くフィリピン人労働者は，海外就労を終えて帰国した後，再度フ
ィリピン社会に復帰して基盤を築くことを希望する場合が少なくない。しか
し，海外就労による収入増加は，労働者やその家族の消費スタイルに影響を
与え，海外送金が止まると生計を支える新たな手段が必要となる。また，海
外在住期間が長くなることで，地域コミュニティにうまく適応できない場合
もあるため，帰国者をいかに社会に再適合させ，海外で高められた技術や能
力を社会全体に還元するかという「再統合」の問題は課題のひとつとなって
いる。
⒁　しかし，興行ビザによる入国数の増加も2004年にアメリカ国務省から人身
取引の危険性が高いとの指摘を受けたことをきっかけに，ビザの発給数が引
き締められ，フィリピン人エンターテイナーの数は減少傾向に転じた（朝日
新聞 2004年 9 月 6 日付）。実際に，エンターテイナーの入国数は，2002年の 7
万4729人から2005年には1873人に転じている（法務省 2010）。
⒂　フィリピン，インドネシアのほかに，韓国，ベトナム，タイとの間でも

EPAに基づく人の移動に関する二国間の取り決めが検討されている（外務省
での筆者のインタビュー調査より　2013年 4 月30日）。
⒃　本報告書の詳細については State Economy Planning Office 2007。なお，その
後の2010年の全国統一選挙で大統領に選出されたベニグノ・アキノ III上院議
員（当時）は，本協定に反対票を投じている。
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